
資料18ー１ー１ バーゼル銀行監督委員会組織図

G10 中央銀行総裁会議

バーゼル銀行監督委員会

ステアリング コアプリンシプル
グループ リエゾングループ

バ ゼル自己資本合意の 実効的な銀行監督のための
抜本的見直しのための検討 包括的な内容を盛り込んだ
現在は、人数を制限した、 「コアとなる諸原則 （コア・
見直しの為のタスクフォー プリンシプル） 」の実施
スが活動中 状況の調査等

自己資本小委員会 リスク管理小委員会 透明性小委員会

バ ゼル自己資本合意の 銀行のリスク管理及び内部 監督上有用な情報についての
実施・運営及び同合意の 管理に係る監督上の政策・ 指針や，金融市場の透明性確保
改正等 指針等の検討 の観点からディスクロージャー

についての基準等の検討

リサ チタスクフォース モデルタスクフォース 会計タスクフォース 2000年問題タスクフォース

銀行の監督上必要と思われる 自己資本比率規制上の信用 自己資本比率規制上の会計 銀行の2000年問題に対する取り組み
調査の実施 （例、アジア危機 リスクモデル・アプローチ 処理方法に係る各国比較等 の調査， 監督上の政策， 指針等の
の影響等） に係る技術的論点の検討 の検討 検討





枠枠枠枠  組組組組  みみみみ   ────────  三三三三  本本本本 柱柱柱柱  (Three Pillars Approach)

! 第 1の柱　──　最低所要自己資本比率

! 第 2の柱　──　自己資本充実度に関する監督上の検証プロセス

（1）銀行は最低自己資本比率以上で活動することが期待される。

（2）銀行は自行のリスクの状況に照らし、自己資本の充実度を自ら審査するプロセスと自己資本

の水準を維持する戦略を持つべき。

（3）監督当局は、各銀行の自己資本充実度の審査手法、戦略、規制の遵守状況を検証する。

（4）監督当局は、自己資本が健全な水準以下に低下することを防止するため、早期に介入すべき。

! 第 3の柱　──　ディスクロージャーの充実による市場規律の活



規制の適用範囲の変更

 現行規制の適用範囲

・国際的に活動する銀行（以下「国際基準行」という）が対象。

・規制は子会社を含めた連結ベースで適用。

・持株会社は規制の対象外。

 今回提案された規制の適用範囲

・主として銀行業務を営んでいるグループの持株会社に対しても新

たに規制を適用（下図の(1)の範囲）。

　　──持株会社レベルでの過度の資本レバレッジを防止するため。

・規制は、グループ内の各段階の国際基準行それぞれに対し連結ベー

スで適用する（または子会社への出資分を控除のうえ、各単体ベー

スで適用する）ことを明定（下図の(2)～(4)）。

　　──資本は、各段階でのリスクに見合う形で配分される必要。
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新たに提案されたリスク新たに提案されたリスク新たに提案されたリスク新たに提案されたリスク・ウェイトの体系・ウェイトの体系・ウェイトの体系・ウェイトの体系（注（注（注（注1111））））

（シャドー部はソブリンの格付を利用）

【市  中  協  議  案】

与信先 【現   行】
① 標準的アプローチ

② 内部格付に基づく
アプローチ

AAA
～ AA－

A+
～ A－

BBB+
～ BBB－

BB+
～ B－

B－
未満 未格付

ソブリン
OECD加盟国   0%
その他諸国  100%  0％  20％  50％ 100％ 150％ 100％

選択肢 1
（注 2）

20％  50％ 100％ 100％ 150％ 100％

銀 行
選択肢 2
（注 3）

OECD加盟国  20%
その他諸国  100%

20％ 50％(注 4) 50％(注 4) 100％(注 4) 150％ 50％(注 4)

事業法人 100% 20％ 100％ 100％ 100％ 150％ 100％

・先進的な銀行に対し
適用

・銀行の内部格付に応
じてウェイト付け

（注 1）例として Standard & Poor’sの表記を使用

（注 2）選択肢 1：当該銀行の設立国のソブリンに適用されるリスク・ウェイトに従ってウェイト付け

（注 3）選択肢 2：個々の銀行に対する信用評価に従ってウェイト付け

（注 4）原契約期間の短い（例えば 6か月未満の）銀行向け債権には、当該銀行向け債権の通常のリスク・

ウェイトに比して一段階低いリスク・ウェイトが適用される



その他のリスクへの自己資本賦課その他のリスクへの自己資本賦課その他のリスクへの自己資本賦課その他のリスクへの自己資本賦課

１．バンキング勘定の金利リスク

! バンキング勘定の金利リスクが相当程度上回る銀行（“outlier”）に対して自己資本を賦課

──　銀行のリスク管理プロセスの適切性等の定性的要素も考慮することを展望

──　但し、金利リスクの計測手法、outlierの定義、具体的な自己資本賦課の方法等にはなにがしかの各国裁量が必要

２．その他のリスク

! オペレーショナル・リスク、リーガル・リスク、レピュテーショナル・リスク等を想定

! これらのリスクの定量化は初期段階にあるとの認識

──　計測手法として、単純な指標（例：総収入、手数料収入、業務費用、信託財産等）やモデルの使用を例示

! 自己資本賦課に当たっては定性的要素も重要と指摘



資料18－２－１

〔ＩＯＳＣＯ機構図 〕

＊

＊は金融監督庁がメンバー 代表委員会 議長：総会開催国代表

になっている会合 （Presidents’ Committee）

米州地域委員会 ヨーロッパ地域委員会

＊

アジア・太平洋 アフリカ・中東地域委

地 域 委 員 会 員会

議長：デベンドラ・ラーヤ・メータ

（インド）

理事会 議長：ギレルモ・ハルトネック

（Executive Committee） （アルゼンチン）

事務局長：ピーター・クラーク

（豪）

事務局 エマージング・マーケッツ委員会

＊ 議長：ポール・K・メリー

諮問委員会 専門委員会 （ケニア）
（Technical Committee） 議長：ミシェル・プラダ （仏）

議長：ジョーゼフJ・オリバー 副議長：デビッド・ブラウン （オンタリオ（加））

（カナダ）

＊ ＊ ＊

第一作業部会 第二作業部会 第三作業部会 第四作業部会 第五作業部会

多国間ディスクロ－ジャ－ 流通市場規制 市場仲介者 法務執行並びに情 投資管理

及び会計 報交換

議長：メリー・B・トーカー 議長：玉川雅之 議長：ポール・ライト 議長：エルベ・ダレラック 議長：グレッグ・タンザー

（アメリカ） （日 本） （イギリス） （フランス） （オーストラリア）



資料18－３－１ ＩＡＩＳの組織図

総 会

執行委員会

事 務 局

専門委員会 会議計画委員会 予算委員会 新興市場問題委
員会

金融コングロマ 保 険 業 法 投 資 情 報 交 換 教 育 特定の問題
リット

電子商取引 保 険 会 計 ソルベンシー 保 険 詐 欺 再 保 険
（ＷＧ） ・保険数理



資料19－２－１ 日米・日英銀行監督者会合の開催実績

［ 日 米 ］ ［ 日 英 ］

第１回 平成元年２月（於：ワシントン） 平成元年２月（於：ロンドン）

第２回 平成２年３月（於：東京） 平成２年４月（於：東京）

第３回 平成４年５月（於：ワシントン） 平成４年５月（於：ロンドン）

第４回 平成５年11月（於：東京） 平成５年11月（於：東京）

第５回 平成７年４月（於：ワシントン） 平成６年10月（於：ロンドン）

第６回 平成８年５月（於：東京） 平成７年11月（於：東京）

第７回 平成10年１月（於：東京） 平成８年12月（於：ロンドン）

第８回 －－－－－－－－－－－－－ 平成10年１月（於：東京）

第９回 －－－－－－－－－－－－－ 平成11年１月（於：ロンドン）
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